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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞を有する容器上
の、または前記容器の開口部上におよび／もしくは前記開口部の周囲に装着するための、
制御可能に再閉鎖可能な開口部と、
　ｂ）　前記再閉鎖可能な開口部の開放を制御するように適合された制御装置と、
　ｃ）　離れた（remote）デバイスから使用者認証信号を受信し、かつ前記使用者が前記
分注器から規定の近さの中（within a prescribed vicinity）にいるかどうかを受信また
は評価するように適合された受信機であって、前記使用者認証信号が、許可された使用者
が前記離れたデバイスによって成功裏に識別されたことを示す、受信機と、
　ｄ）　前記制御装置および前記受信機に電力供給するための電源と、を備える分注器で
あって、
　前記分注器は、前記受信機が前記離れたデバイスから前記使用者認証信号を受信し、か
つ前記使用者が前記分注器の規定の近さの中にいると判断したときのみ前記再閉鎖可能な
開口部の開放を許可し、前記使用者が前記分注器の前記規定の近さの中にいると判断した
ときのみ前記再閉鎖可能な開口部の開放を許可することが、遠隔での開放を許可しないよ
うに前記再閉鎖可能な開口部の開放が前記使用者が近くにいる場合のみ許可されることを
保証する、分注器。
【請求項２】
　前記受信機が許可された時間間隔の信号を受信するようにさらに適合されているか、ま



(2) JP 6873386 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

たは前記許可された時間間隔が経過しており、前記分注器が、許可された時間間隔の信号
を追加的に受信したか、もしくは許可された時間間隔が経過している場合のみ、前記再閉
鎖可能な開口部の開放を許可する、請求項１に記載の分注器。
【請求項３】
　前記使用者認証信号が、顔認識、指紋、網膜スキャン、ＰＩＮコード、またはパスワー
ドのうちの１つまたは複数を用いることにより、許可された使用者を成功裏に識別するこ
とによって提供される、請求項１または２に記載の分注器。
【請求項４】
　前記使用者認証信号が、離れた（remote）サーバ上に置かれた識別データに対して前記
使用者を検証する際に提供される、請求項３に記載の分注器。
【請求項５】
　前記受信機が、前記分注器が信号を受信することおよびさらに送ることができるように
するための送受信機の一部として形成される、請求項１から４のいずれか一項に記載の分
注器。
【請求項６】
　前記分注器が、前記再閉鎖可能な開口部を通る１つまたは複数の製品の通過を感知する
ための分注妥当性確認センサをさらに備える、請求項１から５のいずれか一項に記載の分
注器。
【請求項７】
　前記再閉鎖可能な開口部を通る１つまたは複数の製品の通過を感知すると、前記分注妥
当性確認センサが分注妥当性確認信号を生成する、請求項６に記載の分注器。
【請求項８】
　前記送受信機が、前記離れたサーバに、分注信号および／または分注妥当性確認信号お
よび／または認証信号の受信通知を送信する、請求項６または７に記載の分注器。
【請求項９】
　前記送受信機が、前記離れたデバイスを介して前記離れたサーバに、分注信号および／
または分注妥当性確認信号および／または認証信号の受信通知を送信する、請求項１～８
のいずれか一項に記載の分注器。
【請求項１０】
　前記離れたデバイスが電気通信デバイスを備える、請求項１～９のいずれか一項に記載
の分注器。
【請求項１１】
　前記製品が、医薬品、機能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤を含む、請求項１か
ら１０のいずれか一項に記載の分注器。
【請求項１２】
　前記製品が錠剤またはカプセルの形態である、請求項１１に記載の分注器。
【請求項１３】
　前記分注器が既存の容器の開口部に後付けされる、請求項１から１２のいずれか一項に
記載の分注器。
【請求項１４】
　ａ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞を有する容器上
の、または前記容器の開口部上におよび／もしくは前記開口部の周囲に装着するための、
制御可能に再閉鎖可能な開口部を有する、分注器と、
　ｂ）　許可された使用者を認識し、使用者が分注器の規定の近さの中にいることを認識
するための識別デバイスであって、前記識別デバイスは前記分注器から離れている、識別
デバイスと、
　ｃ）　前記許可された使用者の認識が前記識別デバイスによって確認されたことを前記
分注器に通信するための通信構成と、を備え、
　　前記分注器が、前記許可された使用者の前記認識が通信され、かつ前記使用者が前記
分注器の規定の近さの中にいる場合のみ、前記分注されるべき製品の１または複数単位量
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が前記再閉鎖可能な開口部を通して分注されることを許可し、前記使用者が前記分注器の
前記規定の近さの中にいる場合のみ前記分注されるべき製品の１または複数の単位量が前
記再閉鎖可能な開口部を通して分注されることを許可することが、遠隔での開放を許可し
ないように前記再閉鎖可能な開口部の開放が前記使用者が近くにいる場合のみ許可される
ことを保証する、分注システム。
【請求項１５】
　前記許可された使用者の前記認識が通信され、加えて許可された時間間隔の信号が通信
されるかもしくは前記許可された時間間隔が経過している場合のみ、前記分注器が前記分
注されるべき製品の１または複数単位量が前記再閉鎖可能な開口部を通して分注されるこ
とを許可する、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記製品が、医薬品、機能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤を含む、請求項１４
または１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記製品が錠剤またはカプセルの形態である、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　製品の少なくとも１単位量を容器の空洞から許可された使用者に分注する方法であって
、
　ａ）　前記分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための開口部および空
洞を有する容器であって、制御可能に再閉鎖可能な開口部を有する分注器を提供する工程
と、
　ｂ）　許可された使用者を認識し、かつ前記使用者が前記分注器の規定の近さの中にあ
ることを認識するための識別デバイスを提供する工程であって、前記識別デバイスが前記
分注器から離れている、工程と、
　ｃ）　前記許可された使用者の認識が前記識別デバイスによって確認されたときを前記
分注器に通信するための通信構成を提供する工程と、を含み、
　前記分注器が、前記許可された使用者の前記認識が前記分注器に通信され、かつ前記使
用者が前記分注器の規定の近さの中にいる場合のみ、前記分注されるべき製品の１または
複数単位量が前記再閉鎖可能な開口部を通して分注されることを許可し、前記使用者が前
記分注器の前記規定の近さの中にいる場合のみ、前記分注されるべき製品の１または複数
単位量が前記再閉鎖可能な開口部を通して分注されることを許可することが、遠隔での開
放を許可しないように前記再閉鎖可能な開口部の開放が前記使用者が近くにいる場合のみ
許可されることを保証する、方法。
【請求項１９】
　前記分注器が、手持ち式分注器である、請求項１に記載の分注器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再閉鎖可能な分注器に、ならびに医薬品などの製品を意図する服用者に分注
する（またさらに製品の分注を追跡および記録する）システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医薬品および栄養補助剤などの製品は、不適正に投与されると、または意図する服用者
以外の者が（たとえば子供が）服用すると、危険である可能性がある。ほとんどの薬剤は
、有効であるためには特定のレジメンの下で投与する必要があるが、患者によっては、自
身が前の服用を行わなかった場合、薬剤を２回服用する場合があり、これは非常に有害で
ある場合がある。最後に、多くの場合医師によって確立するのが難しく、さらなる不要な
治療につながるかまたは不適正な臨床試験データ提供する可能性のある、患者の服薬コン
プライアンスに関する問題が存在する。
【０００３】
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　患者の医薬品投与に関するコンプライアンス問題を識別しようとするデバイスおよびシ
ステムが、いくつか提案されている。
【０００４】
　英国特許第２４８３２２１号明細書は、カメラを用いて電気通信デバイス上で患者のコ
ンプライアンスをモニタして、ブリスターパックの個々の丸薬の開封を記録する方法を開
示している。自動化されたシステムは、ブリスターパック内の個々の丸薬のシールが破ら
れているかどうかを、画像認識ソフトウェアを用いて検出する。システムは、個々の電気
通信デバイスによって発行されたデータをデータベースを更新することで照合し、これを
医療専門家が設定した事前設定されたパラメータに対して問い合わせる。
【０００５】
　米国特許出願公開第２０１４０２６６７６０号明細書は、容器キャップが最後に容器上
に置かれたまたは容器から外されたときの間の時間間隔に関するデータを、記録、送信、
および受信するための、センサ、チップ、送信機、および受信機が組み込まれた錠剤容器
キャップについて記載している。容器キャップは、医薬品のおよび他の医療関連のバイア
ル、瓶、および容器とともに用いるためのものである。データ送信は、患者の薬物投与の
回数および間隔をモニタするために用いられ、患者および／または患者の介護者が投与デ
ータを点検することを可能にする。
【０００６】
　米国特許第２０１４０２９７３１２号明細書は、個体に関する投薬事象をモニタするた
めの、コンピュータベースのシステムおよびコンピュータに実装される方法を開示してい
る。
【０００７】
　上記のシステムおよび方法は全て、用量投与をモニタすることを目的としている。しか
しながら、先行技術のシステムおよび方法のいずれも、患者（もしくは患者の介護人）以
外のどのような者への投与（分与）も能動的に防止する、または所望の投与量レジメンと
のより厳密なコンプライアンスを実際に可能にするものではない。本発明の目的は、先行
技術と関連する上記の問題のうちの１つまたは複数に対処することである。患者（または
患者の介護人）以外のどのような者への薬剤の投与（分与）も防止する、および任意選択
で、適正な時間間隔内において所望の用量でしか薬剤を分注しない、分注器、システム、
または方法を提供することも、本発明の目的である。能動的に服薬コンプライアンスをモ
ニタし医療記録または臨床試験データのシステムと対話する、分注器、システム、または
方法を提供することも、目的である。
【発明の概要】
【０００８】
　本開示は、以下の［１］から［６５］を含む。
［１］ａ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞を有する容
器上の、または上記容器の開口部上におよび／もしくは上記開口部の周囲に装着するため
の、再閉鎖可能な開口部と、
　ｂ）　上記再閉鎖可能な開口部の開口を制御するように適合された制御装置と、
　ｃ）　使用者認証信号を受信するように適合された受信機と、
　ｄ）　上記制御装置および上記受信機に電力供給するための電源と、を備える分注器で
あって、
　上記受信機が使用者認証信号を受信したときのみ上記再閉鎖可能な開口部の開放を許可
する、分注器。
［２］上記受信機が許可された時間間隔の信号を受信するようにさらに適合されているか
、または上記許可された時間間隔が経過しており、上記分注器が、許可された時間間隔の
信号を追加的に受信したか、または許可された時間間隔が経過している場合のみ、上記再
閉鎖可能な開口部の開放を許可する、上記［１］に記載の分注器。
［３］上記受信機が、使用者が上記分注器から規定の近さの中（within a prescribed vi
cinity）にいるかどうかを受信または評価するようにさらに適合され、上記使用者が上記
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規定の近さの中にいるかどうかを追加的に判定したときのみ、上記再閉鎖可能な開口部の
開放を許可する、上記［１］または［２］のいずれかに記載の分注器。
［４］上記使用者認証信号が、顔認識、指紋、網膜スキャン、ＰＩＮコード、またはパス
ワードのうちの１つまたは複数を用いることにより、許可された使用者を成功裏に識別す
ることによって提供される、上記［１］から［３］のいずれか一項に記載の分注器。
［５］上記使用者認証信号が、離れた（remote）サーバ上に置かれた識別データに照らし
て上記使用者を検証したときに提供される、上記［４］に記載の分注器。
［６］上記受信機が、上記分注器が信号を受信することおよびさらに送ることができるよ
うにするための送受信機の一部として形成される、上記［１］から［５］のいずれか一項
に記載の分注器。
［７］上記分注器が、上記再閉鎖可能な開口部を通る１つまたは複数の製品の通過を感知
するための分注妥当性確認センサをさらに備える、上記［１］から［６］のいずれか一項
に記載の分注器。
［８］上記再閉鎖可能な開口部を通る１つまたは複数の製品の通過を感知したとき、上記
分注妥当性確認センサが分注妥当性確認信号を生成する、上記［７］に記載の分注器。
［９］上記送受信機が、上記［５］に記載の上記離れたサーバに、分注信号および／また
は分注妥当性確認信号および／または認証信号の受信通知を送信する、上記［６］から［
８］のいずれか一項に記載の分注器。
［１０］上記認証信号が離れた（remote）デバイスによって提供される、上記［１］から
［９］のいずれか一項に記載の分注器。
［１１］上記送受信機が、上記離れたデバイスを介して上記離れたサーバに、分注信号お
よび／または分注妥当性確認信号および／または認証信号の受信通知を送信する、上記［
１０］に記載の分注器。
［１２］上記離れたデバイスが電気通信デバイスを備える、上記［１０］または［１１］
のいずれかに記載の分注器。
［１３］上記制御装置が、上記再閉鎖可能な開口部の開口を制御するためのマイクロスイ
ッチおよび／またはラチェット構成を備える、上記［１］から［１２］のいずれか一項に
記載の分注器。
［１４］上記制御装置が、製品の１または複数単位量を上記再閉鎖可能な開口部に向けて
またはこれを通して前進させるように働くモータを備える、上記［１］から［１３］のい
ずれか一項に記載の分注器。
［１５］上記製品が、医薬品、機能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤を含む、上記
［１］から［１４］のいずれか一項に記載の分注器。
［１６］上記再閉鎖可能な開口部の開口が、上記分注されるべき製品の単一のまたは計測
された用量が通ることを許可する、上記［１４］に記載の分注器。
［１７］上記製品が錠剤またはカプセルの形態である、上記［１４］または［１５］に記
載の分注器。
［１８］上記製品の１または複数単位量が上記再閉鎖可能な開口部に重力で送給される、
上記［１］から［１７］のいずれか一項に記載の分注器。
［１９］上記分注器が、製品の１または複数単位量を上記再閉鎖可能な開口部に重力で送
給できるように、直立状態で保管または保持されるように構成される、上記［１８］に記
載の分注器。
［２０］上記分注器が、基部および頂部を有し上記基部が上記頂部よりも大きい、円筒形
のハウジングの形態である、上記［１９］に記載の分注器。
［２１］上記頂部が、実質的に凸状であり、任意選択で、上記分注器がその基部を底にし
て定置され直立姿勢で保管されない場合に不安定となるように重みを付けられる、上記［
２０］に記載の分注器。
［２２］上記製品が液体、粉末、または懸濁液の形態である、上記［１４］または［１５
］に記載の分注器。
［２３］上記分注器が既存の容器の開口部に後付けされる、上記［１］から［２２］のい
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ずれか一項に記載の分注器。
［２４］ａ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞を有する
容器上の、または上記容器の開口部上におよび／もしくは上記開口部の周囲に装着するた
めの、再閉鎖可能な開口部を有する、分注器と、
　ｂ）　許可された使用者を認識するための識別デバイスと、
　ｃ）　上記許可された使用者の認識が上記識別デバイスによって確認されたことを上記
分注器に通信するための通信構成と、を備え、
　上記許可された使用者の上記認識が通信されるときだけ、上記分注器が上記分注される
べき製品の１または複数単位量が上記再閉鎖可能な開口部を通ることを許可する、
分注システム。
［２５］上記許可された使用者の上記認識が通信され、加えて許可された時間間隔の信号
が通信されるかもしくは上記許可された時間間隔が経過している、ならびに／または上記
使用者が上記分注器から規定の近さの中にいるときだけ、上記分注器が上記分注されるべ
き製品の１または複数単位量が上記再閉鎖可能な開口部を通ることを許可する、上記［２
４］に記載のシステム。
［２６］認識デバイスが、顔認識、指紋、網膜スキャン、ＰＩＮコード、またはパスワー
ドのうちの１つまたは複数を用いる、上記［２４］または［２５］のいずれかに記載のシ
ステム。
［２７］上記許可された使用者の上記認識が、離れたサーバ上に置かれた識別データに照
らして上記使用者を検証したときに提供される、上記［２６］に記載のシステム。
［２８］上記通信構成が、上記離れたサーバに、分注信号および／または分注妥当性確認
信号および／または上記許可された使用者の認識を送信する、上記［２７］に記載のシス
テム。
［２９］上記識別デバイスが離れたデバイスを備える、上記［２４］から［２８］のいず
れか一項に記載のシステム。
［３０］通信デバイスが、上記離れたデバイスを介して上記離れたサーバに、分注信号お
よび／または分注妥当性確認信号および／または上記許可された使用者の認識を送信する
、上記［２９］に記載のシステム。
［３１］上記離れたデバイスが電気通信デバイスを備える、上記［２９］または［３０］
のいずれかに記載のシステム。
［３２］上記製品が、医薬品、機能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤を含む、上記
［２４］から［３１］のいずれか一項に記載のシステム。
［３３］上記再閉鎖可能な開口部の開口が、上記分注されるべき製品の単一のまたは計測
された用量が通ることを許可する、上記［３２］に記載のシステム。
［３４］上記製品が錠剤またはカプセルの形態である、上記［３２］または［３３］に記
載のシステム。
［３５］上記製品が液体、粉末、または懸濁液の形態である、上記［３２］または［３３
］に記載のシステム。
［３６］製品の少なくとも１単位量を容器の空洞から許可された使用者に分注する方法で
あって、
　ａ）　開口部および上記分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための上
記空洞を有する容器を提供する工程であって、分注器が制御可能に再閉鎖可能な開口部を
有する、提供する工程と、
　ｂ）　許可された使用者を認識するための識別デバイスを提供する工程と、
　ｃ）　上記許可された使用者の認識が上記識別デバイスによって確認されたときを上記
分注器に通信するための通信構成を提供する工程と、を含み、
　上記許可された使用者の上記認識が上記分注器に通信されるときだけ、上記分注器が上
記分注されるべき製品の１または複数単位量が上記再閉鎖可能な開口部を通ることを許可
する、方法。
［３７］上記方法が、上記［２４］から［３５］のいずれか一項に記載のシステムを採用
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する、上記［３６］に記載の方法。
［３８］ａ）　組み込むかまたはそれに動作可能に接続される容器上の、または上記容器
の開口部上におよび／もしくは上記開口部の周囲に装着するための、再閉鎖可能な開口部
を有する分注器と、
　ｂ）　許可された使用者を認識するための識別デバイスと、
　ｃ）　上記許可された使用者の認識が上記識別デバイスによって確認されたことを上記
分注器に通信して、上記再閉鎖可能な開口部を開口できるようにするための通信構成と、
　ｄ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞および開口部を
有する容器と、を備える、
部品のキット。
［３９］上記キットを用いて、上記［２４］から［３５］のいずれか一項に記載のシステ
ムを作り出す、上記［３８］に記載の部品のキット。
［４０］ａ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞と、
　ｂ）　所望されるときに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にするよう
に適合された開口を有する基部と、
　ｃ）　分注プロトコルに従って上記基部の上記開口を通る製品の少なくとも１単位量の
上記分注を制御するための分注制御構成と、
を備える分注容器。
［４１］上記分注器が、
　ｄ）　上記基部の上記開口を覆うように上記基部に着脱可能に取り付けられかつ製品の
少なくとも１単位量をこれが分注された後で保管できるキャップをさらに備える、上記［
４０］に記載の分注器。
［４２］上記分注プロトコルが事前に決定された時間間隔を含む、上記［４０］または［
４１］のいずれかに記載の分注器。
［４３］上記分注プロトコルが、離れたデバイスから使用者認証信号を受信することを含
む、上記［４０］から［４２］のいずれか一項に記載の分注器。
［４４］上記離れたデバイスが携帯電話を備える、上記［４０］から［４３］のいずれか
一項に記載の分注器。
［４５］上記制御装置が、上記開口を通した製品の１または複数単位量の上記分注を制御
するマイクロスイッチまたはラチェット構成を備える、上記［４０］から［４４］のいず
れか一項に記載の分注器。
［４６］上記制御装置が、製品の１または複数単位量を上記開口に向けてまたはこれを通
して前進させるように働くモータを備える、上記［４０］から［４５］のいずれか一項に
記載の分注器。
［４７］上記モータが、開口に向けて製品の単位量を前進させる回転輪体を駆動する、上
記［４６］に記載の分注器。
［４８］上記製品の１または複数単位量が、上記開口へとおよび上記開口を通って、重力
で送給される、上記［４０］から［４７］のいずれか一項に記載の分注器。
［４９］上記分注器が、製品の１または複数単位量を上記開口に重力で送給できるように
、直立状態で保管または保持されるように構成される、上記［４８］に記載の分注器。
［５０］上記分注器が、基部および頂部を有し上記基部が上記頂部よりも大きい、円筒形
のハウジングの形態である、上記［４９］に記載の分注器。
［５１］上記頂部が、実質的に凸状であり、任意選択で、上記分注器がその基部を底にし
て定置され直立姿勢で保管されない場合に不安定となるように重みを付けられる、上記［
５０］に記載の分注器。
［５２］上記分注器が、製品の単位量が分注されたこと、ならびに／または製品の単位量
の上記分注の妥当性が確認されたこと、ならびに／または上記キャップが取り外されたお
よび／もしくは取り外し後に上記基部に再び取り付けられたことを離れたサーバに通信す
るための、通信構成をさらに備える、上記［４０］から［５１］のいずれか一項に記載の
分注器。
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［５３］ａ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞、所望さ
れるときに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にするように適合された開
口を有する基部、および分注プロトコルに従って上記基部の上記開口を通る製品の少なく
とも１単位量の上記分注を制御するための分注制御構成を有する、分注器と、
　ｂ）　上記分注プロトコルを設定するまたは適合させるための構成と、任意選択で
　ｃ）　上記分注器から製品の単位量が分注されたことを離れたサーバに通信するための
通信構成と、を備える、
分注システム。
［５４］上記分注器が、上記基部の上記開口を覆うように上記基部に着脱可能に取り付け
られかつ製品の少なくとも１単位量をこれが分注された後で保管できるキャップをさらに
備える、上記［５３］に記載の分注システム。
［５５］事前に決定されたプロトコルに従って個体への医薬品、機能性食品、栄養補助剤
、または食物補助剤の１または複数単位量の分注を制御する際に使用するための、および
任意選択で離れたサーバに単位量が分注されたことを中継する、上記［５３］または［５
４］のいずれかに記載の分注器を備える分注システム。
［５６］ａ）　分注されるべき複数の製品単位量を受容するための空洞を備える容器用の
蓋であって、所望されるときに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にする
ように適合された開口を有する蓋と、
　ｂ）　分注された製品の各単位量を計数し通信するための計数構成と、を備える、
中に収容される製品の分注およびその消費の履歴を記録するための、製品分注器。
［５７］計数および通信構成が、分注された製品単位量の数を示す視覚的ディスプレイを
備える、上記［５６］に記載の製品分注器。
［５８］上記分注された製品単位量の数が、製品の各単位量が分注された後で、事前に決
定された時間の間、上記視覚的ディスプレイ上に表示される、上記［５７］に記載の製品
分注器。
［５９］上記製品の少なくとも１単位量が、上記蓋に対して機械的作用を及ぼすことによ
って分注される、上記［５６］から［５８］のいずれかに記載の製品分注器。
［６０］上記機械的作用が、上記蓋をひねることおよび／または押すもしくは引くことで
あるか、あるいは上記蓋上のボタンを押すことによるものである、上記［５９］に記載の
製品分注器。
［６１］上記蓋が、子供が製品の単位量を分注することができにくくするための、子供の
安全のための特徴をさらに備える、上記［５６］から［６０］のいずれか一項に記載の製
品分注器。
［６２］上記分注器が、複数の製品単位量が中に配置された容器に装着、または後付けさ
れる、上記［６１］に記載の製品分注器。
［６３］計数器上にまたは上記計数器の近くに一意の識別子が提供される、上記［５６］
から［６２］のいずれか一項に記載の製品分注器。
［６４］ａ）　分注されるべき複数の製品単位量を受容するための空洞を有する容器と、
所望されるときに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にするように適合さ
れた開口を有する蓋と、分注された製品の各単位量を計数し表示するための計数構成と、
　ｂ）　履歴を記録する目的のために単位量分注計数を問い合わせて離れたサーバに中継
して戻すための通信構成と、を備える、
分注および履歴記録システム。
［６５］個体に対して医薬品、機能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤の単位量がい
くつ分注されたかを制御しその履歴を記録する際に使用するための、上記［５６］から［
６３］のいずれか一項に記載の分注器を備える分注および履歴記録システム。
　本発明の第１の態様によれば、
　ａ．分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞を有する容器上の
、またはこの容器の開口部上におよび／もしくは開口部の周囲に装着するための、再閉鎖
可能な開口部と、



(9) JP 6873386 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

　ｂ．再閉鎖可能な開口部の開口を制御するように適合された制御装置と、
　ｃ．使用者認証信号を受信するように適合された受信機と、
　ｄ．制御装置および受信機に電力供給するための電源と、を備える分注器であって、
受信機が使用者認証信号を受信したときのみ再閉鎖可能な開口部の開口を許可する分注器
が提供される。
 
【０００９】
　受信機は、許可された時間間隔の信号を受信するようにさらに適合され得るか、または
許可された時間間隔が経過しており、また、分注器は、許可された時間間隔の信号を追加
的に受信したときのみ、再閉鎖可能な開口部の開口を許可するか、または許可された時間
間隔が経過している。このことを用いて、単位量（医薬品など）が過度に頻繁にまたは所
望の時間窓の外で分注されるのを防止することができる。
【００１０】
　受信機は、使用者が分注器から規定の近さの中にいるかどうかを受信または評価するよ
うにさらに適合されてよく、使用者が規定の近さの中にいるかどうかを追加的に判定した
ときのみ、再閉鎖可能な開口部の開口を許可する。この特徴により、遠隔での開口を許可
することが望ましくない場合に、再閉鎖可能な開口部の開口が、使用者が近くにいる場合
のみ許可されることを保証できる。
【００１１】
　使用者認証信号は、顔認識、指紋、網膜スキャン、ＰＩＮコード、またはパスワードの
うちの１つまたは複数を用いることにより、許可された使用者の識別が成功することによ
って、提供され得る。声紋などの、許可された使用者を識別するいくつかの他の方法を採
用できることが明らかであろう。
【００１２】
  好ましくは、使用者認証信号は、分注器または離れたサーバ上に配置された識別データ
に照らして使用者を検証したときに提供される。
 
【００１３】
  受信機を、分注器が信号を受信することおよびさらに送ることできるようにするための
送受信機の一部として形成することができる。そのような送受信機は、離れたサーバに、
分注信号および／または認証信号の受信通知を送信し得る。この送信は、１つまたは複数
の中間通信デバイスを介してよい。
 
【００１４】
  認証信号は、受信機自体によってまたは離れたデバイスによって提供されてよい。
 
【００１５】
　製品の１または複数単位量が再閉鎖可能な開口部に向かってまたはこれを通して前進さ
れたときを感知する、分注センサを設けることができる。分注センサは、単位量の物理的
な通過を検出するマイクロスイッチ構成、または単位量の光学的な通過を検出できる光セ
ンサを備え得る。分注センサを用いて、分注妥当性確認信号を提供することができる。分
注センサは、誤検知された分注事象の履歴が記録されるのを防止するために、単位量が実
際に分注されたという「２重チェック」を提供する。
【００１６】
  送受信機は、離れたデバイスを介して離れたサーバに、分注信号および／または分注妥
当性確認信号および／または認証信号の受信通知を送信することができる。単位量が分注
されたことを確認するために分注信号および／または分注妥当性確認信号の両方が必要と
され、デバイスが分注妥当性確認信号を伴わずに分注信号を送信する場合は、離れたデバ
イスまたは離れたサーバのいずれかおよび許可される一連の治療行為によってエラーが識
別され得るように、デバイスを構成することができる。
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【００１７】
  離れたデバイスは好ましくは、無線電子送信機を備えることになる。無線電子送信機は
、携帯電話機など、ある範囲の電気通信デバイスを含んでよい。「携帯電話機」、「電気
通信デバイス」、および「セルフォン」という用語は、入れ替え可能に用いることができ
、分注器および所望であればさらに離れたサーバとワイヤレスで通信できる、携帯通信デ
バイスを記述するために用いられることを意図している。
 
【００１８】
　「信号」という用語は、無線信号など、いくつかの異なる電子通信信号を包含し得る。
【００１９】
　制御装置は、再閉鎖可能な開口部の開口を制御するマイクロスイッチ構成を備え得る。
制御装置は、製品の１または複数単位量を、再閉鎖可能な開口部に向けてまたはこれを通
して前進させるように働く、モータを備え得る。好ましくは、製品の単位量は、モータが
ラチェット構成に動力を提供することによって前進され、この場合、再閉鎖可能な開口部
に向かってまたはこれを通して、単一の単位量が前進される。そのようなラチェット構成
は、モータによって再び動力を提供されるまで本質的にロックされることになるので、さ
らなる製品単位量が再閉鎖可能な開口部に向けてまたはこれを通って前進するのを防止す
ることになる。別法として、製品の単位量は、モータが機構に連続的に動力を提供するこ
とによって前進され、この機構は任意選択でギア装置を含んでよく、このことにより、製
品の単位量は、モータおよび／または機構の速度と相関する特定の時間間隔で、再閉鎖可
能な開口部に向かってまたはこれを通して前進される。再閉鎖可能な開口部の開きを制御
するための追加の機構および／または電気機械的構成が、当然ながら読み手である当業者
には明らかとなるであろう。
【００２０】
　分注器は、いくつかの異なる物品を分注するために用いることができるが、医薬品、機
能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤を含む製品に特に適している。再閉鎖可能な開
口部の開口は、分注されるべき製品の単一のまたは計測された用量のみが通ることを許可
してよい。製品は、錠剤またはカプセルの形態であってよい。別法として、製品は、液体
、粉末、または懸濁液の形態であってよい。
【００２１】
　製品の１または複数単位量は、再閉鎖可能な開口部に、重力で送給されてよい。好まし
くは、分注器は、製品の１または複数単位量を再閉鎖可能な開口部に重力で送給できるよ
うに、直立状態で保管または保持されるように構成される。分注器は、基部および頂部を
有し基部が頂部よりも大きい、円筒形のハウジングの形態であってよい。加えて、頂部は
実質的に凸状であってよく、任意選択で、分注器がその基部を底にして定置され直立姿勢
で保管されない場合に不安定となるように重みを付けられてよい。
【００２２】
　読み手である当業者には、この分注器を、典型的な医療用瓶または定量吸入器など既存
の容器の開口部に後付けできることが明らかであろう。
【００２３】
　本発明の別の態様によれば、
　ａ．分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞を有する容器上の
、またはこの容器の開口部上におよび／もしくは開口部の周囲に装着するための、再閉鎖
可能な開口部を有する、分注器と、
　ｂ．許可された使用者を認識するための識別デバイスと、
　ｃ．許可された使用者の認識が識別デバイスによって確認されたことを分注器に通信す
るための通信構成と、を備え、
許可された使用者の認識が通信されるときだけ、分注器が分注されるべき製品の１または
複数単位量が再閉鎖可能な開口部を通ることを許可する、分注システムが提供される。
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【００２４】
　好ましくは、許可された使用者の認識が通信され、加えて許可された時間間隔の信号が
通信されるかもしくは許可された時間間隔が経過している、ならびに／または使用者が分
注器から規定の近さの中にいるときだけ、分注器は、分注されるべき製品の１または複数
単位量が再閉鎖可能な開口部を通ることを許可する。
【００２５】
　認識デバイスは、顔認識、指紋、網膜スキャン、ＰＩＮコード、またはパスワードのう
ちの１つまたは複数を用いてよい。ここでも、読み手である当業者には、所望であれば他
の認識デバイスを採用してもよいことが明らかであろう。
【００２６】
  許可された使用者の認識は、離れたサーバ上に配置された識別データに照らして使用者
を検証したときに提供され得る。通信構成は、離れたサーバに、分注信号および／または
分注妥当性確認信号および／または許可された使用者の認識を送信することができる。
 
【００２７】
  識別デバイスは、離れたデバイスを備え得る。通信デバイスは、離れたデバイスを介し
て離れたサーバに、分注信号および／または分注妥当性確認信号および／または許可され
た使用者の認識を送信することができる。離れたデバイスは好ましくは、携帯電話機を備
えることになる。
 
【００２８】
　製品は、医薬品、機能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤を含み得る。
【００２９】
　再閉鎖可能な開口部の開口は、分注されるべき製品の単一のまたは計測された用量が通
ることを許可してよい。製品は、錠剤、液体、粉末、または懸濁液の形態であってよい。
【００３０】
　本発明の別のさらなる態様によれば、製品の少なくとも１単位量を容器の空洞から許可
された使用者に分注する方法であって、
　ａ．開口部および分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞を有
する容器を提供する工程であって、分注器が制御可能に再閉鎖可能な開口部を有する、提
供する工程と、
　ｂ．許可された使用者を認識するための識別デバイスを提供する工程と、
　ｃ．許可された使用者の認識が識別デバイスによって確認されたときを分注器に通信す
るための通信構成を提供する工程と、を含み、
許可された使用者の認識が分注器に通信されるときだけ、分注器が分注されるべき製品の
１または複数単位量が再閉鎖可能な開口部を通ることを許可する、方法が提供される。
【００３１】
　この方法が、本明細書において上記したようなシステムを採用することが好ましい。
【００３２】
　本発明の別のさらなる態様によれば、
　ａ．組み込むかまたはそれに動作可能に接続される容器上の、またはこの容器の開口部
上におよび／もしくは開口部の周囲に装着するための、再閉鎖可能な開口部を有する分注
器と、
　ｂ．許可された使用者を認識するための識別デバイスと、
　ｃ．許可された使用者の認識が識別デバイスによって確認されたことを分注器に通信し
て、再閉鎖可能な開口部を開口できるようにするための通信構成と、
　ｄ．分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞および開口部を有
する容器と、を備える、部品のキットが提供される。
【００３３】
　このキットが、本明細書において上記したようなシステムを作り出すために用いられる
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ことが好ましい。
【００３４】
　本発明の別のさらなる態様によれば、
　ａ）　分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞と、
　ｂ）　所望されるときに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にするよう
に適合された開口を有する基部と、
　ｃ）　分注プロトコルに従って基部の開口を通る製品の少なくとも１単位量の分注を制
御するための分注制御構成と、を備える分注容器が提供される。
【００３５】
　分注容器は好ましくは、
　ｄ）　基部の開口を覆うように基部に着脱可能に取り付けられかつ製品の少なくとも１
単位量をこれが分注された後で保管できるキャップを、さらに備えることになる。
【００３６】
　好ましくは、分注プロトコルは、事前に決定された時間間隔を含む。そのような時間間
隔は、メサドンのような薬物更生薬剤など、特定の医薬製品を分注するために望ましい場
合がある。プロトコルは、個々の患者の要件に特定的に合わせることができるか、または
、製品製造者もしくは医師の好ましい／提案される投与量レジメンによって規定すること
ができる。
【００３７】
  分注プロトコルは、別法としてまたは加えて、離れたデバイスから使用者認証信号を受
信することを含んでよい。そのような使用者認証信号は、これより前の実施形態において
詳細に記載される。離れたデバイスは、携帯電話機、または製品を取ることを望む個体が
本人であることを検証できる類似のデバイスであってよい。
 
【００３８】
　制御装置は、開口を通した製品の１または複数単位量の分注を制御する、マイクロスイ
ッチまたはラチェット構成を備え得る。制御装置は、製品の１または複数単位量を開口に
向けてまたはこれを通して能動的に前進させるように（または製品の１または複数単位量
が開口に向けてまたはこれを通して移動可能となるように）働く、モータを備え得る。モ
ータはいくつかの機械的構成を駆動し得るが、開口に向けて製品の単位量を前進させる回
転輪体が好ましい。
【００３９】
　製品の１または複数単位量は好ましくは、開口へと開口を通って、重力で送給されてよ
い。重力送給が利用される場合には、分注器は、製品の１または複数単位量を開口に重力
で送給できるように、直立状態で保管または保持されるように構成され得る。分注器は、
基部および頂部を有し基部が頂部よりも大きい、円筒形のハウジングの形態であってよい
。そのような構成では、頂部は好ましくは実質的に凸状であってよく、任意選択で、分注
器がその基部を底にして定置され直立姿勢で保管されない場合に不安定となるように、重
みを付けられてよい。このことにより個体は、分注機構を通した重力送給にとって適正な
配向に分注器を維持することを余儀なくされる。
【００４０】
  分注器は、製品の単位量が分注されたこと、ならびに／または製品の単位量の分注の妥
当性が確認されたこと、ならびに／またはキャップが取り外されたおよび／もしくは取り
外し後に基部に再び取り付けられたことを離れたサーバに通信するための、通信構成をさ
らに備え得る。そのような通信構成の使用は、消費／投与量レジメンとのコンプライアン
スの履歴を記録しこれらを追跡するときに、特に有用である。
 
【００４１】
  本発明の別のさらなる態様によれば、
  ａ）  分注されるべき製品の少なくとも１単位量を受容するための空洞、所望されると
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きに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にするように適合された開口を有
する基部、および分注プロトコルに従って基部の開口を通る製品の少なくとも１単位量の
分注を制御するための分注制御構成を有する、分注器と、
  ｂ）  分注プロトコルを設定するまたは適合させるための構成と、任意選択で
  ｃ）  分注器から製品の単位量が分注されたことを離れたサーバに通信するための通信
構成と、を備える分注システムが提供される。
 
【００４２】
　分注システムは、基部の開口を覆うように基部に着脱可能に取り付けられかつ製品の少
なくとも１単位量をこれが分注された後で保管できるキャップを、さらに備え得る。
【００４３】
  好ましくは、分注システムは、事前に決定されたプロトコルに従って個体への医薬品、
機能性食品、栄養補助剤、または食物補助剤の１または複数単位量の分注を制御する際に
使用するための、および任意選択で離れたサーバに単位量が分注されたことを中継する、
上記のような分注器を備える。
 
【００４４】
　本発明の別の態様によれば、
　ａ）　分注されるべき複数の製品単位量を受容するための空洞を備える容器用の蓋であ
って、所望されるときに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にするように
適合された開口を有する蓋と、
　ｂ）　分注された製品の各単位量を計数し通信するための計数構成と、を備える、中に
収容される製品の分注およびその消費の履歴を記録するための製品分注器が提供される。
【００４５】
　計数および通信構成は、分注された製品単位量の数を示す視覚的ディスプレイを備え得
る。分注された製品単位量の数を、製品の各単位量が分注された後で、事前に決定された
時間の間、視覚的ディスプレイ上に表示することができる。
【００４６】
　製品の少なくとも１単位量は、いくつかの異なる方法によって分注することができる。
好ましくは、これは、蓋に対して及ぼされる機械的作用による。そのような機械的作用は
、蓋をひねることおよび／または押すもしくは引くこと、あるいは、ボタンを押下／押圧
するなど蓋の表面の特徴を操作することであってよい。好ましくは、蓋は、子供が製品の
単位量を分注することができにくくするための、子供の安全のための特徴をさらに備えて
よい。子供の安全のための特徴のいくつかは、読み手である当業者に既に知られているで
あろう。
【００４７】
　分注器を、複数の製品単位量が中に配置された容器に装着、または後付けできる。
【００４８】
　好ましくは、計数器上にまたは計数器の近くに、一意の識別子が提供される。このこと
により、製品が医薬的な性質のものである場合、容器の内容物のデータおよび個体が本人
であることを、投与頻度と容易に相関させることができる。
【００４９】
  本発明の別のさらなる態様によれば、
  ａ）  分注されるべき複数の製品単位量を受容するための空洞を有する容器と、所望さ
れるときに製品の少なくとも１単位量が分注されることを可能にするように適合された開
口を有する蓋と、分注された製品の各単位量を計数し表示するための計数構成と、
  ｂ）  履歴を記録する目的のために単位量分注計数を問い合わせて離れたサーバに中継
して戻すための通信構成と、を備える、分注および履歴記録システムが提供される。
 
【００５０】
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　好ましくは、分注および履歴記録システムは、個体に対して医薬品、機能性食品、栄養
補助剤、または食物補助剤の単位量がいくつ分注されたかを制御しその履歴を記録する際
に使用するための、本明細書において上記したような分注器を備える。
【００５１】
　読み手である当業者には、記載したような本発明の様々な態様同士の間に、いくつかの
適合性のある特徴が存在するであろうこと、およびこの結果、そのような適合性のある特
徴が互いと入れ替え可能となることが明らかであろう。
【００５２】
　ここで本発明の実施形態を、以下の例および添付の図を参照して、単なる例として記載
する。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１ＡＢ】［図１Ａ］本発明による分注容器の斜視図である。［図１Ｂ］図１Ａに示す
ような分注容器の分解斜視断面図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示すような分注容器の分解斜視図である。
【図２】本発明の分注容器を用いるために医師および患者が引き受けるステップ、ならび
に離れたデータベースとのこれらの相互作用を例示するための概略図である。
【図３－１】使用者が携帯電話機を用いて本発明の一部を実施し得る方法の、概略フロー
図である。
【図３－２】使用者が携帯電話機を用いて本発明の一部を実施し得る方法の、概略フロー
図である。
【図４】［図４Ａ］本発明による、標準的な錠剤瓶に錠剤を分注可能なキャップが装着さ
れている、分注容器の代替の実施形態の断面図である。［図４Ｂ］分注キャップが錠剤を
使用者にどのように提示し分注することになるかを例示する、（図４Ａに示すような）視
軸Ａ－Ａに沿って側面視した図である。
【図５】容器が液体を収容しハウジングが患者に噴霧を分注可能である、本発明による分
注容器の別のさらなる実施形態を示す図である。
【図６】本発明の分注容器の操作中に患者が行うことになるステップを例示する概略フロ
ー図である。
【図７Ａ】端部キャップが取り外されている、本発明のさらなる態様による分注容器の斜
視図である。
【図７Ｂ】端部キャップが取り外されていない、図７Ａに示す分注器の断面図である。
【図７Ｃ】図７Ａおよび図７Ｂに示す分注容器の構成部品の分解斜視図である。
【図８ＡＢ】［図８Ａ］本発明の別のさらなる実施形態の分注容器の斜視図である。［図
８Ｂ］図８Ａに示すような分注容器のさらなる斜視図である。
【図８Ｃ】撮像デバイスによって撮影／分析され得る輪郭で描かれた箱を示す、図８Ｂに
示す分注容器の正面図である。
【図９】図７Ａ～図７Ｃに示すものと類似しているが、錠剤計数器およびバーコードを含
む点において異なっている分注容器を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　図１Ａ～図１Ｃを参照すると、本発明の第１の実施形態による分注容器１００が示され
ている。分注容器１００は、円筒形のハウジング１０２の頂端部に円形の頂部を有する円
筒形のハウジング１０２と、円筒形のハウジング１０２の底端部に配置された分注基部デ
ィスク１０６と、を備える。取り外し可能な基部キャップ１０８が分注基部ディスク１０
６を覆い、これは、円筒形のハウジング１０２のねじ山付きの胴部１２０の周囲に回転可
能に受容され得る突出部１２２により、円筒形のハウジング１０２に取り外し可能に取り
付けられる。
【００５５】
　図１Ｂに示すように、円筒形のハウジングの本体内に医薬錠剤１１０が配置され、（図
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１Ｂに示すように）直立姿勢で置かれたとき、錠剤１１０は、下向きに延在する傾斜した
内壁１１２に沿って重力下で下向きに摺動した後で、ハウジングシュート１１３を通って
下に移動し、引き続き下向き方向１１４に進み、分注基部ディスク１０６の表面上に至る
。錠剤は、分注ディスク１０６の開口１１７を通って引き続き下向き方向１１６に進むこ
とができ、この結果、最終的に取り外し可能な基部キャップ１０８内に落ちる。取り外し
可能な基部キャップ１０８は、このキャップが螺戻しされるとき、方向１１８へと円筒形
のハウジング１０２から離れるように移動することができ、この結果、使用者がキャップ
から錠剤を自身の指で容易に取り出し服用することができる。円筒形のハウジング１０２
は、使用者認証を評価し、円筒形のハウジングのシュート１１３の出口に配置された分注
フラップ１２６を通して円筒形のハウジングから錠剤を分注する、電子回路構成１２４も
組み込んだ。
【００５６】
　使用時、各分注容器１００には、電子回路構成１２４内に保存されることになる一意の
ＩＤコードが与えられることになり、このコードはまた、円筒形のハウジング１０２の外
部上にプリントされることになる。分注容器１００は、高速（標準）医薬錠剤瓶詰めライ
ン上で充填され、続いてラベル付けされ薬局に出荷できるように順番に並べられる。薬剤
師が患者に瓶を配布することになり、患者は次いで、（さらに後の図を参照して記載され
るように）必要に応じておよび必要とされるときに薬剤へのアクセスを可能とするために
、提供される指示に従うことになる。
【００５７】
　患者は、医薬錠剤１１０の服用を望むとき、分注フラップ１２６が開かれ錠剤が分注基
部ディスク１０６を通過して取り外し可能なキャップ１０８の中に入ることができるよう
に、最初に電子回路構成１２４に認証コードを送信しなければならない。使用者は、瓶に
認証ＩＤを提供するためにいくつかの手段を用いることができるが、コードが携帯電話機
を介してワイヤレスで提供されることが好ましく、この携帯電話機は、使用者の識別が（
顔認識、指紋スキャン、網膜スキャン、ＰＩＮコード、またはパスワードのいずれかによ
って）検証されてから初めて、認証ＩＤを提供するように構成される。
【００５８】
  図２を見ると、図１Ａ～図１Ｃに示すような分注容器が離れたデータベースと相互作用
するようにどのように構成されるかに関するシステム２００が、概略的に示されている。
医師（または医療専門家）２０２が、一意のＩＤコードを含む処方用量レジメン２０４を
提供する。処方２０４が患者２０６に与えられ、次いで患者２０６はこれを薬剤師２０８
に渡し、薬剤師２０８は、必要とされる医薬錠剤を収容した分注容器を提供する。分注容
器は、文字およびさらなるＩＤ数字を用いて事前パッケージ化または自己パッケージ化さ
れる。患者は次いで、ＩＤコードを用いて自身の電気通信デバイスにコンピュータプログ
ラム（一般に「アプリ」と呼ばれる）をダウンロードする。コンピュータプログラムを起
動するために、ソフトウェアは使用者に、後からの使用者検証のために、自身の写真を撮
るように指示する。分注容器はその後完全に起動２１２され、処方された用量および時間
で医薬錠剤を分注できるが、これは、顔認識２１４の形態のポジティブＩＤ（ｐｏｓｉｔ
ｉｖｅ  ＩＤ）を提供するために使用者が電気通信デバイスのカメラに自身の顔を提示し
た後に限られる。データ２１８は、任意の知られている通信経路２２０を介して、電気通
信デバイスおよびデータベース２１６によって送受信される。データベース２１６は任意
選択で、処方ステップ２０４中にＩＤコードを提供し、また、患者がダウンロード２２４
するためのソフトウェアを格納することができる。所望であれば、データベース２１６を
、安全なネットワーク接続を用いて、クラウドベースのサーバまたはホストされたサーバ
上に保存することができる。類似の／反復の処方またはさらに同じ様式で処方されること
を意図する異なる処方に関して、ソフトウェアが患者の電気通信デバイス上に既に存在し
ている場合、ステップ２１０中、患者は必ずしもソフトウェアを新しくダウンロードする
必要がないことが、当業者には明らかであろう。
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【００５９】
  図３は、分注容器からの薬剤にアクセスできるよう、患者が携帯電話機のフォーマット
である自身の電気通信デバイス上にソフトウェアをダウンロードするときに行われること
になる、様々なソフトウェアのステップ３００を示す。患者は最初に、自身の電話機上に
ソフトウェアをダウンロードする３０２ことになり、この間、電話機上にソフトウェアを
ダウンロードしインストールするための残りの時間を図示する標準的な「ダウンロード」
画面３０４が、使用者に提示されることになる。患者は次いで、自身のＩＤコードを投入
する３１０ことになり、このＩＤコードは、電話機上のまたは離れたサーバ上のソフトウ
ェア内に置かれた視覚認識技術にリンクされる。患者は、「ＰＩＮを入力」３１２の画面
上で自身のＩＤコードを投入した３１０後で、次いで「自身の写真を撮る」画面３１６に
よって、写真を撮るように指示される３１４。携帯電話機上に一体化されたカメラを用い
て患者３２０が自身の顔の写真を撮る写真取り込みステップ３１８が行われ、次いで患者
は、患者プロフィールページ上で要求される３２４ような患者プロフィールデータを入力
する３２２。ソフトウェアにおいて患者プロフィールを完成させることにより、このソフ
トウェアが分注容器を自動的に起動し３２６、電話機が分注容器３２８内のマイクロプロ
セッサと直接通信を開始することを可能にする。ソフトウェアによって指示される３３２
ように単一の用量を時間通りに取る３３０ことができ、容器から錠剤が取られると、用量
取得済み３３４が中継されて電話機に戻され、「用量取得済み」３３６の画面が電話機上
に提示される。データは次いで、電話機上に保存されるとともにデータベースにもアップ
ロードされ３３８、サーバにデータがアップロードされたという確認３４０が、使用者画
面に提示される。さらなる用量が必要とされる場合、第２の時間期間における第２の用量
のためのリマインダが電話機に送られて３４２、リマインダ画面３４４を介して使用者に
注意を促し、リマインダ画面３４４は、認証のために写真を撮るよう指示し３４６、写真
を撮られる人物が当初の写真取り込み３１８におけるのと同じ像であると認識される場合
、分注容器がさらなる用量を分注することが承認され、ステップ３３２から３４８は必要
に応じて繰り返される３５０。
 
【００６０】
　図４を参照すると、本発明の第２の実施形態による分注キャップを有する瓶４００が示
されている。瓶４０２は、封止キャップを用いて封止するためのねじ山付きの胴部４０８
を有する首部４０４を有する、標準的な医薬錠剤瓶である。キャップハウジング４０６を
有する分注キャップは回転され、瓶の首部４０４のねじ山付きの部分上に確実な様式で受
けられている。キャップハウジング４０６は、取り外すことができないように、瓶の首部
４０４に永久的に固定されるのが望ましい。
【００６１】
　キャップハウジング４０６は、キャップハウジング４０６内の電子回路構成に電力供給
するためのバッテリ４１０を格納する。キャップハウジングの基部においてアクセスフラ
ップ４１２が、閉じられた構成で示されている。アクセスフラップは、（ハッチング線４
１２ｂで示す）開いた構成へと移動することができる。フラップ４１２、４１２ｂは、ヒ
ンジ４１４を中心に枢動し、フラップが弧の方向４１３へと移動することを可能にする。
キャップハウジング４０６には、携帯電話機などの外部デバイスと通信するためのアンテ
ナ４１６も組み込まれている。アンテナ４１６はマイクロプロセッサ４１８に動作可能に
接続され、次いでマイクロプロセッサ４１８は、アクセスフラップ４１２の移動を制御す
るためのロック機構４２０に接続される。ロック機構４２０は、アクセスフラップ４１２
の内部表面上に配置された鉄材料のストリップ４２４に当接することができる、電磁石４
２２を備える。瓶４０２の中にはいくつかの医薬錠剤４２６が存在し、これらはアクセス
フラップ４１２の通路内に受容することができ、この場合、アクセスフラップの１回の開
放中に、単一の錠剤を分注できるようになっている。アンテナ４１６を介してマイクロプ
ロセッサ４１８とワイヤレス通信４３２している、概略的な電気通信デバイス４３０が示
されている。
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【００６２】
　瓶４０２は標準的な瓶であってよいので、キャップ４０６を瓶に後付けすることができ
るか、または、単純に形成もしくは通常の包装工程中に瓶上に固定することができる。患
者は、医薬錠剤４２６の服用を望むとき、システム２００を用い自身の電話機３００上で
必要なステップを行って、電気通信デバイス４３０からポジティブＩＤの認証を有効にし
、このポジティブＩＤは、キャップハウジング４０６のアンテナ４１６にワイヤレスで送
られる４３２。マイクロプロセッサ４１８は、認証コードを受信すると、電磁的ロック構
成４２２を係脱させてアクセスフラップ４１２を解放し、この結果これは、開いた構成４
１２ｂへと移動し、単一の医薬錠剤４２６ｂが、使用者が消費できるように提示される。
使用者は次いで、アクセスフラップ４１２ｂをキャップハウジング４０６に向かって押し
戻し、マイクロプロセッサ４１８は電磁石４２２を自動的に起動し、これによりアクセス
フラップが鉄材料のストリップ４２４に固着される。異なるロック機構を配備することも
できる。
【００６３】
　図５は、本発明の第３の実施形態による、エアロゾル分注器を有する瓶を示す。この実
施形態では、分注器ハウジング５０６内に、エアロゾル缶５０２が受容される。分注器ハ
ウジング５０６は、マイクロプロセッサ５１８およびロック機構５２２に電力供給する、
バッテリ５１０も収容する。エアロゾル缶の中には液体調合薬剤５２６が収容されており
、これはロック機構５２２が係脱されているとき、液体エアロゾル分注ノズル５１２と流
体連通していることが可能である。図４に示す第２の実施形態による分注キャップを有す
る瓶と共通して、エアロゾル分注器も、ワイヤレス接続５３２を用いてアンテナ５１６を
介して電気通信デバイス５３０と通信する。ここでも、電気通信デバイス５３０がアンテ
ナ５１６を介してマイクロプロセッサ５１８に使用者認証信号を送信するとき、マイクロ
プロセッサ５１８は、液体調合薬剤５２６の単一の計測された用量が液体エアロゾル分注
ノズル５１２を経由できるように、ロック機構５２２を係脱させる。単一の用量が分注さ
れた後、ロック機構５２２は係合して、電気通信デバイス５３０により認証コードが再び
提供されるようなときまで、さらなるどのような用量が分注されるのも防止する。
【００６４】
　図６を参照すると、本発明の実施形態による分注容器から医薬品用量を取得するために
使用者が行い得る必要なステップの、概略フローチャート６００が示されている。使用者
６０２は、容器にＩＤ認証を提供する６０６ように要求される６０４。ＩＤ認証が提供さ
れない場合６０８、容器は閉じられたままである６１０。ＩＤ認証６０６が提供される場
合６１２には、処方された時間間隔内でさらなる医薬品用量への要求が存在するか６１４
？要求が処方された時間枠内でない場合６１６には、容器は閉じられたままである。要求
が処方された時間間隔内である場合６２０には、システムは単一の用量６２２が要求され
ているかどうかを確定する必要がある。単一の用量のみが要求されている場合６４２には
、容器は１用量を分注することが可能とされ６４４、その後容器は、この用量の分注後ロ
ックされる６４６。２以上の単一の用量が要求されている場合６２４、２倍の用量が要求
されているか６２６？はいである場合６３２には、容器は、容器がロックされる６３６前
に、２用量を分注することが可能とされる６３４。３以上の用量が要求されている場合６
２８には、３倍の用量が要求されている場合６３０、容器は３用量を分注することが可能
とされ６３８、その後容器はロックされる６４０。この工程は、要求される用量の数に応
じて継続される６３１。単一量、２倍量、または３倍量（６４６、６３６、６４０）が分
注された場合には、この事象は中央データベース６５２に通信される６４８。許可されて
いない要求または時間間隔外の要求が受信された場合（６１０、６１８）には、この情報
も中央データベース６５２へと中継される。
【００６５】
　図７Ａは、その作動の様式が図１を参照して記載したような（および図１に例示される
ような）分注容器に似ている分注容器を例示している。図７Ａ～図７Ｃを参照すると、こ
の実施形態の分注容器７００は、頂部において重くした頂部キャップ７０４によって閉鎖
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される、外側円筒形本体７０２を有する。握り易い特徴をリム上に形成するいくつかの長
手方向に延在する突出部７０７を有する、外側リム７０６が、外側円筒形本体７０２の基
部の周囲に周方向に延在している。外側リム７０６の直下にはねじ山付きの胴部７２０が
存在し、この周囲には、回転自在に取り外し可能な基部キャップ７０８が固着されている
。図７Ａでは、基部キャップ７０８は外側円筒形本体７０２から離れた位置で示されてお
り、分注された医薬錠剤７１０を収容している。基部キャップ７０８は平坦な下面（図示
せず）を有し、この下面は、平坦な表面上に定置されるとき直立の様式で容器を支持する
ために用いられる。円筒形本体７０２から出る医薬錠剤７１０の流れの方向が、７１２で
表される矢印によって図示されており、この矢印は、錠剤７１０が、円筒形本体７０２の
底部に向かって配置されたシュート７１３を介して、取り外し可能な基部キャップ７０８
の中に分注されることを示している。
【００６６】
　円筒形本体７０２の基部に向かって、小さい円筒の構成となっている回転可能な星形部
材７１４が存在し、この円筒は、円筒形本体７０２の長手軸に沿って回転可能であり、か
つそこから放射状の様式で８枚のフィン７１５が延在している。放射方向のフィン７１５
の間隔は、ラチェット機構（図示せず）に接続される回転可能な星形部材７１４の上方に
配置された固定星形部材７１７上に配置された、より長いフィン７１６に対応する。より
長いフィン７１６は、星形部材７１８の中に経路を形成し、医薬錠剤７１０の端部同士の
鉛直方向の積み重ねを可能とする。
【００６７】
　シュート７１３は、回転可能な星形部材７１４の下方に配置された下側ディスク７２４
に当接する。下側ディスク７２４には、所望されるときに取り外し可能な基部キャップ７
０８内への医薬錠剤７１０の分注を可能とするための、開口７２２が設けられる。
【００６８】
　分注容器７００の中心部分には、駆動機構、電源、および通信構成が設けられる。単三
電池７２６により、ギア機構７３０を介して回転可能な星形部材７１４を回転させるよう
に適合されるモータ７３２に、電力が提供される。マイクロプロセッサ７２８が提供され
、（アンテナおよびＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信ソフトウェアなどの）通信構成
に取り付けられる。
【００６９】
　使用時、分注デバイス７００は、図１に例示した分注デバイスに非常に類似した様式で
動作する。組み立てられると、分注容器７００は、使用者がデバイスを直立の構成に保つ
ことを余儀なくさせるが、これは、容器がある表面上に鉛直の様式で保持または載置され
ない場合、この容器が不安定になり横倒しになるように、頂部キャップ７０４に重みを付
けてあるためである。この特徴により、使用者は分注容器をその直立の構成に保つことを
余儀なくされ、このことにより、医薬錠剤７１０が回転可能な星形部材７１４の中に重力
で送給され最終的に取り外し可能な基部キャップ７０８の中に至ることが可能になるので
、この特徴は重要である。頂部キャップ７０４は、生産施設または薬局において分注容器
を容易に充填することも可能にする。
【００７０】
  最初に、医薬錠剤７１０が、固定星形部材の経路７１８の中に端部同士で積み重ねられ
、この積載は、回転可能な星形部材７１４のフィン７１５同士の間に形成された空間内ま
で延在する。分注容器が起動されるとき、回転可能な星形部材７１４は、電池７２６がモ
ータ７３２を駆動し、これが次いでギア機構７３０を作動させ、回転可能な星形部材７１
４のラチェット機構を方向７３４に回転させることによって、動力を提供される。錠剤７
１０がシュート７１３に隣接する位置まで回転されるとき、医薬錠剤は、重力によって下
側ディスク７２４の開口７２２を通って取り外し可能な基部キャップ７０８の中へと落下
することができる。妥当性確認の目的で、錠剤７１０の分注を検出し確認する分注センサ
（図示せず）を設けることもできる。分注センサは、錠剤の物理的な通過を検出するマイ
クロスイッチ構成、または錠剤の光学的な通過を検出できる光センサであってよい。分注
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センサを、シュート７１３に隣接してまたはその中に配置することができる。使用者は、
自身の薬剤を取る用意ができているとき、取り外し可能な基部キャップ７０８を単純に螺
戻しし、医薬錠剤７１０を取り出し、次いで自身の治療のためにこれを消費する。回転可
能な星形部材７１４を、１つまたは複数の錠剤７１０が事前に決定された時間点において
分注されるように、特定の速度で回転するように事前設定することができる。マイクロプ
ロセッサ７２８は、ギア構成７３０を通して回転可能な星形部材７１４の回転の速度を制
御できるだけでなく、コンプライアンスのモニタリングのために、離れたサーバに、基部
キャップ７０８の取り外しおよび／または開口７２２を通した錠剤７１０の分注（これは
分注センサを利用しての分注の妥当性確認を含んでよい）を、通信してもよい。分注セン
サによって分注動作の妥当性が確認されない場合には、適切に動作するように、離れたサ
ーバにエラー信号を送ることができる。別法として、分注容器７００を認証プロトコルと
連動して用いて、認証信号を受信したときだけ、回転可能な星形部材７１４が、シュート
７１３および開口７１２を通して分注されるべき医薬錠剤７１０を分注できる位置まで回
転するようにすることができる。分注容器７００は、メサドンなどの薬物更生治療の時間
を決めた分注に特に適しているが、これは、この分注容器が、使用者が開けることが不可
能であり、処方された時間点においてのみ錠剤を分注することになるからである。当然な
がら、緊急時におよび／またはソフトウェアもしくは機構の動作不良時に錠剤の分注を可
能にするための、無効化システムを提供することもできる。
 
【００７１】
  離れたデータベースを伴うように分注容器を構成するための（図２に示す（および図２
を参照して記載される））システム２００と連動して、分注容器７００を用いることがで
き、このことは、（図３に示す（および図３を参照して記載される））ソフトウェアのス
テップ３００と、最後に（図６に示す（および図６を参照して記載される））ステップ６
００を用いて分注容器から医薬品用量を取得するために使用者が行い得る必要なステップ
と、を用いることに追加して行われる。
 
【００７２】
　分注容器７００に対するさらなる修正として、または緊急用バックアップとして、シュ
ート７１３を通る錠剤７１０の前進を、使用者がカラー７０６をひねることによるものと
してよく、このカラー７０６は、このひねる動作によりフィン７１５が十分回転して錠剤
を分注できるような様式で、回転可能な星形部材７１４に動作可能に接続されることにな
る。処方された時間が経過したかまたは適正な認証コードが受信された場合を除いて、カ
ラーの回転（およびしたがって錠剤の分注）を防止する、追加の機構が含まれてよい。
【００７３】
　図８Ａ～図８Ｃを参照すると、本発明に関連する別のさらなる分注容器８００が示され
ている。分注容器８００は、標準的な錠剤瓶８０２で形成され、この上に分注蓋８０４が
取り付けられる。分注蓋８０４は、瓶封止リム８０６および分注部分８０８で形成される
。分注部分８０８は、分注計数器８１０、および中を通して医薬錠剤８１４を分注できる
開口８１２を有する。錠剤瓶８０２は、一意のバーコード８１８を表面に含むラベル８１
６を有する。
【００７４】
　瓶封止リム８０６は、錠剤瓶８０２上に固定的に受けられるが、分注部分８０８が時計
回り方向８２０に９０°回転することを許容し、この結果、矢印８２２によって示される
方向における開口８１２を通した医薬錠剤８１４の分注が可能になる。分注部分８０８は
ばね付勢されており、錠剤の分注後、反時計回りの方向に９０°逆回転し、この結果、そ
の元の位置をとり次の錠剤の分注に備える。
【００７５】
　使用時、錠剤瓶８０２は、激痛を緩和する調合物などの薬剤を含み得る、医薬錠剤８１
４で充填されることになる。使用者は、薬剤を取ることを望むとき、分注部分８０８を瓶
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８０２に対して単純に回転させ、方向８２２において開口８１２を通して医薬錠剤８１４
が分注される。錠剤８１４が分注部分８０８または開口８１２を通過する際、分注計数器
８１０は、追加の数だけ進められ、この結果、分注された錠剤の合計数を示す。分注計数
器８１０は、アナログ式またはデジタル式であってよく、ＬＥＤまたはＬＣＤディスプレ
イの形態であってよい。
【００７６】
　単純に瓶から取られた用量の数を個体が追跡できるようにするために、分注容器８００
を用いてもよく、または、瓶からの錠剤の分注のより能動的なモニタリングのために、本
容器を利用することができる。後者の場合、分注容器８００の全体、または第１の焦点領
域８２６および／もしくは第２の焦点領域８２８の画像を撮るために、画像取り込みデバ
イス８２４（スマートフォン上のカメラなど）を用いてよい。２つの画像を撮るために、
または瓶の２つの領域、すなわち分注計数器８１０および一意のバーコード８１８を含む
ラベル８１６に焦点を合わせるために、画像取り込みデバイス８２４をさらに洗練させて
よい。別法としてまたは追加として、分注計数器８１０の近くにバーコード８２６を取り
付けてよく、この結果、画像取り込みデバイスを第１の焦点領域に向けてのみ合焦させれ
ばよくなり、こうして第２の焦点領域８２８から画像を受信する必要が排除される。
【００７７】
  分注容器８００はいくつかの方法で用いることができるが、用量モニタリングおよび／
または再注文の目的で、ディスプレイ計数器８１０および一意のバーコード８１８（また
は８２６）からのデータを離れたサーバに送ることによって、いつ瓶からの用量が取られ
たかを中継するために、スマートフォン（図示せず）を用いることが想定される。
【００７８】
　最後に、図９は、図７Ａ～図７Ｃに示すのと類似の分注容器を示す。このことに鑑みて
、類似の特徴は、同じ参照符号のプライム（’）で表されている。分注容器７００’はま
た、計数器８１０に類似の様式で分注された錠剤の数を計数する計数器７５０、および一
意のバーコード７６０も含む。計数器７５０は、最後の錠剤が分注された時間、これまで
にいくつの錠剤が分注されたか、および容器内にいくつの錠剤が残っているか、などの追
加の情報の履歴を記録することおよびこの情報を表示することも可能であってよい。計数
器を含むことによって、分注容器７００’を、図８Ａ～図８Ｃに示しこれらを参照して記
載されたものと類似の方法で（加えてまたは別法としてのいずれかで）用いることができ
、この場合、錠剤分注の頻度およびタイミングについての情報を追跡し中継するために、
（スマートフォンなどの）撮像デバイスが用いられる。さらに、計数器は、新たな用量を
取ることを個体に思い出させるための、光の点滅または聴覚アラームなどの注意喚起機能
も含み得る。
【００７９】
　上述された実施形態を参照して記載したようなデバイスおよびシステムを用いて、（た
とえば子供が医薬製品へのアクセスを得る可能性を低減するために）容器中の薬剤への許
可されていないアクセスを防止できるだけでなく、これらを用いて、患者のコンプライア
ンスをモニタし、推奨されるガイドラインに応じて適正な投与量レジメンに従っているこ
とを保証することもできることが、当然ながら明らかであろう。「スマートフォン」など
の電気通信デバイスを利用することによって、そのスマートフォンに組み込まれたソフト
ウェアまたはそのスマートフォン上で動作するコンピュータプログラムにより、薬剤を取
ることを適正なタイミングで自動的に患者に思い出させることができ、またソフトウェア
は、適正な投与量レジメンを維持しつつ、時間帯の間を移動する患者を考慮に入れるため
の特徴を含むこともでき、これは旅行者等には困難であることが多い。
【００８０】
　上記した容器および分注機構の構成は当然ながら、精確な用途に応じて入れ替え可能で
あり、したがって、前出の実施形態は、特許請求の範囲によってもたらされる保護の範囲
を限定することではなく、むしろ、本発明をどのように実施できるかの例を記載すること
を意図している。
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【符号の説明】
【００８１】
　１００　分注容器
　１０２　円筒形のハウジング
　１０６　分注基部ディスク
　１０８　取り外し可能な基部キャップ
　１１０　医薬錠剤
　１１２　内壁
　１１３　ハウジングシュート
　１１４　下向き方向
　１１６　下向き方向
　１１７　開口
　１１８　方向
　１２０　胴部
　１２２　突出部
　１２４　電子回路構成
　１２６　分注フラップ
　２００　システム
　２０２　医師（または医療専門家）
　２０４　処方用量レジメン
　２０６　患者
　２０８　薬剤師
　２１６　データベース
　２１８　データ
　２２０　通信経路
　３００　電話機
　３２０　患者
　３２８　分注容器
　４００　瓶
　４０２　瓶
　４０４　首部
　４０６　キャップハウジング
　４０８　胴部
　４１０　バッテリ
　４１２　アクセスフラップ
　４１２ｂ　アクセスフラップ
　４１３　弧の方向
　４１４　ヒンジ
　４１６　アンテナ
　４１８　マイクロプロセッサ
　４２０　ロック機構
　４２２　電磁石
　４２４　鉄材料のストリップ
　４２６　医薬錠剤
　４２６ｂ　医薬錠剤
　４３０　電気通信デバイス
　４３２　ワイヤレス通信
　５０２　エアロゾル缶
　５０６　分注器ハウジング
　５１０　バッテリ
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　５１２　液体エアロゾル分注ノズル
　５１６　アンテナ
　５１８　マイクロプロセッサ
　５２２　ロック機構
　５２６　液体調合薬剤
　５３０　電気通信デバイス
　５３２　ワイヤレス接続
　６００　概略フローチャート
　６０２　使用者
　６５２　中央データベース
　７００　分注容器
　７００’　分注容器
　７０２　外側円筒形本体
　７０４　重くした頂部キャップ
　７０６　外側リム
　７０７　長手方向に延在する突出部
　７０８　基部キャップ
　７１０　医薬錠剤
　７１３　シュート
　７１４　回転可能な星形部材
　７１５　フィン
　７１６　より長いフィン
　７１７　固定星形部材
　７２０　ねじ山付きの胴部
　７２２　開口
　７２４　下側ディスク
　７２６　単三電池
　７２８　マイクロプロセッサ
　７３０　ギア機構
　７３２　モータ
　７３４　方向
　７５０　計数器
　７６０　一意のバーコード
　８００　分注容器
　８０２　錠剤瓶
　８０４　分注蓋
　８０６　瓶封止リム
　８０８　分注部分
　８１０　分注計数器
　８１２　開口
　８１４　医薬錠剤
　８１６　ラベル
　８２０　時計回り方向
　８２２　方向
　８２４　画像取り込みデバイス
　８２６　第１の焦点領域
　８２８　第２の焦点領域
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【図１ＡＢ】 【図１Ｃ】

【図２】 【図３－１】
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【図３－２】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図８ＡＢ】
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【図８Ｃ】 【図９】
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